
悪質業者にご注意ください 道徳のまち笠松の 

ささえ合い通信 ささえ合い通信 ささえ合い通信 蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋 

毎年8月22日に秋葉神社で芭蕉踊を行います 

　芭蕉踊は50年ほど途絶えていましたが、昭和

48年に再現されました。そして平成元年に県重

要無形民俗文化財に指定され、その後、保存会

によって大切に継承されています。毎年8月にな

ると保存会の方々が踊りに使う道具や衣装など

を準備し、芭蕉踊に備えます。そして円城寺地区

の小学校4年生以上の子どもたちに、芭蕉踊の

笛や踊りを親切に手ほどきします。最初はうまくで

きない子どもたちですが、指導を受けることによっ

て笛や踊りを身に付けていきます。うまくできなか

った子も、指導される方々の温かさや励ましによっ

て、困難を乗り越えて上手になっていきます。 

　練習中のふれあいによって、地域の方 と々子ど

もたちの間には、世代を越えた人間的なつながり

も生まれています。 

　円城寺秋葉神社の提灯にあかりが灯るころ、

太鼓のリズムに合わせて子どもたちが踊り始め、

祭りムードが高まってきます。 

　こうした地域の体験は、大人になっても永く心

に残り、故郷を愛し大切にする気持ちが育まれる

ことでしょう。そして大人になっても芭蕉踊の太鼓

や笛の音、鉦や掛け声を聴くたびに「ふるさと」の

大切さを心に刻むことでしょう。 

う
ど
ん
の
日
①
 

No.10 「芭蕉踊」と共に引き継がれる郷土愛 

●相談連絡先 マイナンバー総合フリーダイヤル 
消費者ホットライン 
警察安全相談室 
県民生活相談センター 
役場環境経済課 消費生活相談窓口 

蕁0120‐95‐0178 
蕁１８８（いやや！） または、蕁（０５７０）０６４‐３７０ 
蕁＃９１１０ または、蕁２７２‐９１１０ 
蕁２７７‐１００３ 
蕁３８８‐１３０１ 

（専門相談員による相談も行っています。＜２１ページ参照＞） 

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意!! 
～「マイナンバーを教えたことは名義貸し」と脅され数千万円の被害～ 

　マイナンバー制度に便乗した不審な電話などに関する相談が全国で増加しています。 
　（独）国民生活相談センターによると、マイナンバー制度に便乗して口座番号を聞き出そうとするもの、
個人情報の削除を持ちかけたりするなどの不審な電話に関する相談のほか、「あなたのマイナンバー
が漏洩している」などとして、別のインターネットサイトに誘導する不審なメールに関するものも寄せられ
ています。 

　役所の職員を名乗る者が訪
問し、「マイナンバーカード発行
にお金がかかる」などと言われ、
発行手数料としてお金を騙し取
られた。 

① 
～通知や手続きに関するもの～ 

　「マイナンバー制度のセキュリティにはお金
がかかります。対応しないと高額の罰金が科
せられるので、契約するように」などといった話
をして、商品販売や相談業務契約などを強引
にとりつけようとする電話があった。 

② 
～安全管理に関するもの～ 

　「有料サイトへの登録料金が未払いになっ
ている」とのメールが届き、記載されている連絡
先へ連絡すると、「延滞料金や違約金が発生
しており、このままだと裁判になり、訴訟履歴が
マイナンバーに登録されることになる」などと言
われ、相手に言われるがまま料金を振り込んで
しまった。 

●マイナンバーの手続きにおいて、国や地方自治体が口座番号や年金情報、家族構成などを聞くこ
とは一切ありません。また、ATMの操作をお願いすることもありません。 

●電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さを大げさにうたった商品販
売や不正な勧誘などには十分注意しましょう。 

●マイナンバーの利用範囲は法律で定められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるよう
なことはありません。 

不審な内容の電話やメール、手紙や訪問には応じず、すみやかに相談窓口へ連絡しましょう！ 

③ 
～金銭などを要求するもの～ 

　「あなたの個人番号が流出している。流出し
た個人番号や個人情報を削除するので、手数
料分の電子マネーカードを購入し、利用番号を
連絡してほしい」などと記載されたメールが届き、
言われるがまま電子マネーを購入し、利用番号
を教えてしまった。 

④ 
～情報の流出をかたるもの～ 
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「 

あ 

か 

ん 

あ 

か 

ん 

。 

ま 

ん 

だ 

う 

ど 

ん 

の 

日 

が 

こ 

ん 

や 

ろ 

。 」 

「 

と 

な 

り 

の 

源 

さ 

も 

川 

へ 

行 

っ 

た 

も 

ん 

。 」 

「 

源 

さ 

は 

大 

人 

や 

で 

え 

え 

わ 

。 

お 

ま 

え 
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子 

ど 

も 

じ 

ゃ 

な 

い 

か 

。 

い 

ま 

行 

っ 

て 

み 

い 

、 

ち 

ゃ 

ん 

と 

ノ 

コ 

を 
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七 

月 

に 

は 

い 

っ 

て 

も 

う 

五 

日 

も 

た 

つ 

の 

に 

、 

長 

梅 

雨 

と 

み 

え 

て 

、 

む 

し 

暑 

い 

日 

が 

続 

い 

て 

い 

る 

。 

こ 

こ 

米 

野 

の 

あ 

た 

り 

は 

、 

田 

植 

え 

も 

終 

り 

、 

緑 

の 

田 

が 

ひ 

ろ 

び 

ろ 

と 

ひ 

ろ 

が 

っ 

て 

い 

た 

。 

母 

は 

畑 

仕 

事 

か 

ら 

帰 

っ 

た 

ば 

か 

り 

で 

、 

汗 

び 

っ 

し 

ょ 

り 

だ 

っ 

た 

。 

弥 

一 

は 

こ 

れ 

ま 

で 

、 

親 

に 

な 

い 

し 

ょ 

で 

木 

曽 

川 

へ 

行 

っ 

た 

こ 

と 

は 

な 

か 

っ 

た 

。 

川 

へ 

行 

っ 

た 

か 

ど 

う 

か 

は 

、 

足 

の 

裏 

を 

見 

ら 

れ 

る 

と 

す 

ぐ 

わ 

か 

っ 

て 

し 

ま 

う 

か 

ら 

で 

あ 

る 

。 

木 

曽 

川 

は 

砂 

地 

で 

、 

川 

遊 

び 

を 

す 

る 

と 

、 

ど 

ん 

な 

に 

あ 

か 

の 

つ 

い 

た 

き 

た 

な 

い 

足 

で 

も 

、 

砂 

で 

す 

り 

と 

ら 

れ 

て 

、 

ま 

っ 

白 

な 

き 

れ 

い 

な 

足 

に 

な 

っ 

て 

し 

ま 

う 

の 

だ 

。 

弥 

一 

も 

そ 

の 

こ 

と 

は 

よ 

く 

知 

っ 

て 

い 

た 

。 

「 

土 

左 

衛 

門 

が 

あ 

が 

っ 

た 

ぞ 

！ 

」 

堤 

防 

の 

方 

か 

ら 

大 

人 

た 

ち 

の 

、 

人 

を 

よ 

ぶ 

さ 

け 

び 

声 

が 

聞 

こ 

え 

た 

。 

弥 

一 

は 

そ 

の 

方 

へ 

か 

け 

出 

し 

て 

い 

っ 

た 

。 

お 

お 

ぜ 

い 

の 

村 

人 

が 

土 

左 

衛 

門 

の 

ま 

わ 

り 

で 

、 

が 

や 

が 

や 

騒 

い 

で 

い 

た 

。 

川 

の 

方 

を 

指 

さ 

し 

て 

い 

る 

者 

や 

、 

だ 

ま 

っ 

て 

腕 

組 

を 

し 

て 

い 

る 

者 

も 

い 

た 

。 
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